
広島県立生涯学習センター

社会教育委員の役割



ねらい

国や県の動向を踏まえて、社会
教育委員の役割について理解する。

市町の社会教育委員として、何
ができるのかを考え、今後の活動
や取組の方向性を検討する。



本日の流れ

１ 社会教育委員の役割や期待
される取組等について
・国、県の動向
・社会教育委員の役割
・活動事例の紹介

２ 意見交流（グループ・全体）
・今後の活動や取組の方向性



１ 社会教育委員の役割や
期待される取組等について



生涯学習とは、自己の充実や生活の向上のために、人生の各
段階での課題や必要に応じて、あらゆる場所、時間、方法によ
り学習者が自発的に行う自由で広範な学習のことである。

人々が生涯にわたって行うあらゆる学習

教育基本法第３条（生涯学習の理念）

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ること
ができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆ
る場所において学習することができ、その成果を適切に生かす
ことのできる社会の実現が図られなければならない。

生涯学習



個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教
育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の
社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報
の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなけ
ればならない。

社会教育

教育基本法第12条（社会教育）



この法律において「社会教育」とは、学校教育法又は就学前
の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、
主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動
（体育及びレクリエーションの活動を含む。）をいう。

社会教育とは、教育のうち、学校又は家庭において行われる教育を除
き、広く社会において行われる教育のこと。

社会教育

学校教育・家庭教育以外の組織的な教育

社会教育法第２条（社会教育の定義）



社会教育

家庭教育学校教育

高齢者の社会参画

男女共同参画

まちづくり活動

青少年の社会参画

独学 職場内教育

余暇活動

しつけ

お手伝い

スポーツ

ボランティア活動

介護

育児

生涯学習の概念と社会教育・学校教育・家庭教育の関係

生 涯 学 習

教育基本法第13条

（学校、家庭及び地域住民
等の相互の連携協力）

学校、家庭及び地域住民
その他の関係者は、教育に
おけるそれぞれの役割と責
任を自覚するとともに、相
互の連携及び協力に努める
ものとする。

・・・



（参考）中央教育審議会答申「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」（平成30年12月）

人づくり
自主的・自発的な学び
による知的欲求の充足、
自己実現・成長

つながりづくり
住民の相互学習を通じ、

つながり意識や
住民同士の絆の強化

地域づくり
地域に対する愛着や帰属意識、

地域の将来像を考え取り組む意欲の喚起、
住民の主体的参画による地域課題解決

学びと活動の
好循環

これからの社会教育の振興方策



国の主な動向

中央教育審議会生涯学習分科会
「第11期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
（令和４年８月）

中央教育審議会生涯学習分科会
「今後の生涯学習・社会教育の振興方策について」
（令和５年３月）

文部科学省
「第４期教育振興基本計画」（令和５年６月）

中央教育審議会生涯学習分科会
「第12期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
（令和６年６月）



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

○平成18年に全面改正された教育基本
法に基づき、政府が策定する教育に
関する総合計画。

○５年間（令和５～９年度）の国の教
育政策全体の方向性や目標、施策な
どを定めている。

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf

こころ

からだ
社会的な
つながり

ウェルビーイング



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000214299.pdf



https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf

第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf



第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

https://www.mext.go.jp/content/20230928-mxt_soseisk02-100000597_07.pdf



広島県 教育に関する大綱（令和３年度～令和７年度）

広島県の教育施策全般
の基本的方向性を整理
したもの

○教育委員会が所管する施策
○知事部局が所管する施策
○知事部局と教育委員会が連携
して取り組む必要がある施策

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/kyoikunikansurutaikou.html



広島県教育に関する大綱の構成イメージ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/kyoikunikansurutaikou.html



人生100年時代においては、生涯に二つ、三つの
仕事を持つことや、働きながら、また引退後にボ
ランティア等により地域や社会の課題解決のため
に活動することが、より一般的になると考えられ
る。

広島県「教育に関する大綱」（令和３年度～令和７年度）

生涯にわたって学び続けるための環境づくり

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/kyoikunikansurutaikou.html



こうしたライフサイクルの中では、学校教育に
おいて本県が取り組んでいる「学びの変革」など
により、これからの社会で活躍するために必要な
資質・能力を身に付けるとともに、学校卒業後に
おいても生涯にわたって自ら学習し、自己の能力
を高め、働くことや、地域や社会の課題解決のた
めの活動につなげていくことが必要となる。

生涯にわたって学び続けるための環境づくり

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/kyoikunikansurutaikou.html

広島県「教育に関する大綱」（令和３年度～令和７年度）



このため、先に掲げたリカレント教育を受ける環
境を整えていくことに加え、学校や公民館、図書館、
博物館等の社会教育施設をはじめとする「学びの
場」を拠点として、地域の学びを支える人材を育成
していくとともに、関係機関・団体等と連携・協働
を進め、それぞれの「学びの場」が実施する地域の
課題解決などの取組を支援することを通じて、学習
機会の充実を図っていく。

広島県「教育に関する大綱」（令和３年度～令和７年度）

生涯にわたって学び続けるための環境づくり

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/kyoikunikansurutaikou.html



社会教育委員の設置

社会教育法第15条

１ 都道府県及び市町村に社会教育委員を
置くことができる。

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱す
る。

各市町の社会教育委員条例



社会教育法第17条

１ 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の
職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

  二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対
して、意見を述べること。

三  前ニ号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見
を述べることができる。

３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受け
た青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会
教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

社会教育委員の職務



研究調査
各
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
活
動

（
課
題
発
見
・
ニ
ー
ズ
把
握
）

青少年に関する特定の
事項についての助言・指導

諮問に応じ意見を述べる

（答申）

教育委員会の会議に出席して
社会教育に関し意見を述べる

社会教育委員

教育委員会

社会教育関係団体，
社会教育指導者・関係者

意
見
を
参
考
に
新
た
な
施
策
・
事
業
の
実
施
や
改
善

新たな課題や問題の発生

社
会
教
育
の
充
実
（
人
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
）

諮問

※市町村の社会教育委員に限る

社会教育委員の職務（イメージ）

計画立案



社会教育委員に関すること

○社会教育に関する計画の立案や調査研究を行う
などによって、社会教育に関して教育委員会に
助言をする役割を果たす。

○学校教育関係者や社会教育関係者、学識経験者、
家庭教育の向上に資する活動を行う方々に委嘱
され、地域において社会教育に優れた知見を有
する人々の知識を社会教育行政に反映させてい
くことが期待されている。

https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/003.htm



教育委員会制度（補足）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/gijiroku/attach/1421014.htm

教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポ
ーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県
及び市町村等に設置。
首長から独立した行政委員会としての位置付け。
教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決
定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行。
月1～2回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。
教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。
任期は４年で、再任可。
教育長は、教育委員のうちから教育委員会が任命。



教育委員と社会教育委員（補足）

教育委員

○特別職の地方公務員(非常勤)
 ※教育長は常勤

○任期：４年（再任可）

○合議制
多様な属性を持った複数の委員によ
る合議により、様々な意見や立場を集
約した中立的な意思決定を行う。

例：「○○市教育委員会議」
※教育委員の事務を事務局職員が行う。

○特別職の地方公務員（非常勤）

○任期：２年（再任可）

○独任制
委員一人一人が独立した立場で職務
を行うことができ、個人として調査や
研究を行ったり、教育委員会で意見を
述べたりすることがきる。その集合体
として会議を行う。

例：「○○市社会教育委員の会議」
※合議制ではないので「社会教育委員会｣、
といった名称は使われないことが多い。

社会教育委員



社会教育委員の活動紹介（広島県社会教育委員連絡協議会）

＜実践報告＞

①あきたかた市民センター
「きもちかんじるクリスマス会2023」の取組

②新型コロナウイルス感染症拡大を経て
気付かされた事

③地域をつなぐ社会教育委員の役割

④「これからの時代を見据えた社会教育委員
の在り方」に係って、三次市における取組
についての実践報告

⑤広島市における社会教育委員の取組



社会教育委員の活動紹介（広島県社会教育委員連絡協議会）

＜実践報告＞

①次世代を担う青少年のために

②呉市における社会教育委員の役割と取組

③「地域の手づくり芸術祭せらポン！」の取組

④青少年が「主語」となる社会教育の道筋へ

⑤子どもたちが安心できる居場所づくりと
地域連携を目指して



https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/syakaikyouikudantai.html

社会教育委員の活動紹介（広島県社会教育委員連絡協議会）



２ 意見交流（グループ・全体）



【テーマ】

「人づくり・つながりづくり・地域
づくり」を進める社会教育の役割

意見交流



意見交流

テーマ：「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を
進める社会教育の役割

① 今、皆さんが地域に関わっておられることは何ですか？また、その中で

 課題と感じられていることは何ですか？自由に記入してください。

※ 時間は各研修で調整してください。



意見交流

テーマ：「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を
進める社会教育の役割

② 地域課題の解決のために、社会教育委員として何ができそうですか？

 自由に記入してください。

※ 時間は各研修で調整してください。



発表・共有

意見交流

※ 時間は各研修で調整してください。



ありがとうございました。

広島県教育委員会（生涯学習課・県立生涯学習
センター）は、広島県社会教育委員連絡協議会と
連携・協働して、県内の社会教育の充実を図るた
めに支援を行っていきます。

広島県立生涯学習センター
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